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わが国の肝細胞癌の特徴

癌による死亡の多くを占める

原因がはっきりしている

肝硬変に合併することが多い

再発が多い

→ 緊急の対策が必要

→ ハイリスク群の囲い込みが可能

→ 原因治療による予防が可能

→ 腫瘍因子のみならず

→ 肝予備能が生命予後に強く関与

→ 反復可能な低侵襲治療が必要

→ 再発予防が必要



松江圏域肝連携パスの歩み

講演にて肝連携パスを提案

星野 潮先生からパス検討会の提案

インターフェロンパス作成開始

インターフェロンパス試験運用

県立中央病院から肝がん術後連携パス発表

パス検討会にて肝がん術後およびスクリーニングパスを提案

癌対策推進協議会にて術後連携パスのみ承認

肝がん術後連携パス運用開始

講演にて肝連携パスの啓蒙

癌対策推進協議会にて連携パス見直し

スクリーニング（早期発見）パスの承認および作成

３種類のパス運用開始
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松江圏域肝連携パスは３種類

インターフェロン地域連携パス

肝がん早期発見地域連携パス

肝がん治療地域連携パス（癌パス）

C型肝炎などのウイルス肝炎，コストあり

慢性肝疾患のサーベランス，コストなし

再発スクリーニング，コストあり



肝疾患診療ネットワークの構築

基幹病院

かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医

患者さん

受診・診療

慢性肝疾患

肝疾患の説明

連携パスのお願い

松江圏域肝連携松江圏域肝連携松江圏域肝連携松江圏域肝連携パスパスパスパス

診察・投与はかかりつけ医で

画像検査，インターフェロン

副作用管理は基幹病院へ



肝臓専門医肝臓専門医肝臓専門医肝臓専門医によるによるによるによる診断診断診断診断

肝炎肝炎肝炎肝炎のののの進行度診断進行度診断進行度診断進行度診断 肝肝肝肝がんのがんのがんのがんの診断診断診断診断

インターフェロンインターフェロンインターフェロンインターフェロン

適応適応適応適応のののの決定決定決定決定

治治治治 療療療療

インターフェロンインターフェロンインターフェロンインターフェロン

パスパスパスパス

肝肝肝肝がんなしがんなしがんなしがんなし 肝肝肝肝がんありがんありがんありがんあり

治治治治 療療療療経過観察経過観察経過観察経過観察

肝肝肝肝がんがんがんがん

早期発見早期発見早期発見早期発見パスパスパスパス

肝肝肝肝がんがんがんがん

パスパスパスパス
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採血結果や画像データはファイルへ



肝炎インターフェロン治療計画料（基幹病院）

700点 （退院時１回限り）

長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎患者に対し

患者同意のもと、治療計画を作成し、副作用等を含めて患者

に説明し、文書により提供するとともに、他医療機関に治療

計画及び診療情報を文書により提供した場合に算定

診療情報提供料（Ⅰ） 250点 ＋

肝炎インターフェロン治療連携加算（かかりつけ医）

50点（情報提供時）

治療計画に基づいて長期継続的にインターフェロン治療が

必要な肝炎の入院外患者の同意のもと、連携して治療を行う

肝疾患専門医療機関に対し治療計画に基づく診療状況を示す

文書を添えて紹介を行った場合に加算



がん治療連携計画策定料（基幹病院）

750点（退院時１回限り）

がん診療連携拠点病院又は準ずる病院において、がんの

治療目的に初回に入院した患者に対して、地域連携診療計

画に基づく個別の患者ごとの治療計画を作成し、患者に説明

した上で文書にて提供した場合に退院時に算定する

がん治療連携指導料（かかりつけ医）

300点（情報提供時）

連携医療機関において、患者ごとに作成された治療計画に

もとづく診療を提供し、計画策定病院に対し患者の診療に関

する情報提供をした際に算定する

（診療情報提供料（Ⅰ）250点を含む）


